
介護職員として日本で働く法人を探しているネパール人と介護人材を探している日本人 
カトマンズ、5 月 22 日 

 
日本は長寿国です。 2019 年から 2020 年のデータによると、65 歳以上の高齢者の数は 3,580 万人（28.4%）で
過去最高です。日本政府はこの年齢が 2040 年までに 40 %に達すると推定しています。 
高齢者の数が増加する一方で、出生率は減少しており、この問題は日本にとって大きな課題となっています。 
そこで政府は 2019 年に新たな政策を展開し、日本人高齢者の世話をするために海外から人材を呼び込むことを
決定しまた。 
「私たちは現在、介護職としての適性のある人材をネパールから日本に受け入れており、今後さらに多くの人材
を受け入れようとしているところです」と東京の株式会社ヒューマンアイ会長の桐生一郎氏は話されました。 
また同氏は、4 年前にネパールと日本の間に 2国間協定が結ばれ、新たな在留資格の特定技能ビザ（SSW）を取
得して日本にいけるようになったと語りました。 
 
月曜日にカンティプール歯科大学教育病院・研究センター（KDC）の視察のため来ネされた、もう一人の日本チ
ームのメンバーである、日本ケアクオリティの社長である石井氏は、今後も介護職員としてネパール人を日本に
迎えたいと語っていました。そのため必要なルール・設備・すべき作業について明確に説明されました。 
現在、同社ではネパールをはじめ海外の各国から人材を日本へ招聘し、介護職として就業しています。日本ケア
クオリティでも、現在 12 名のネパール人が介護職として働いています。今後も更なる増員を考えており「ネパ
ールから多くの人材を受け入れたいと考えています」と話されました。 
日本では高齢者数が増加し、介護人材が不足しているため、民間部門も政府と協力してサービスの提供を始めて
いるとの事でした。日本ケアクオリティは 20 施設があり、そのうち 2 社は有料老人ホームで、介護サービスを
提供している会社です。同氏はこれら施設で、ネパールの人材は役に立ってくれるであろうと語っていました。 
 
Q.ネパールから日本へ介護職として働きに行くためには、どうすればよいですか？ 
Q.介護職はどのくらい稼ぐ事が出来ますか？ 
 
石井氏は働く条件を説明するとともに、どんな仕事をしなければならないのかについて説明いたしました。 
「現在、私たちは普通の高齢者、病気や病気から認知症を発症している高齢者の方々の世話をするために、海外
から人材を確保しようとしています。特に認知症の方へのケアに力を入れています。私たちは、海外からの人材
を、老人ホームに入所している高齢者、デイケアに来てサービスを受けている高齢者、自宅にて訪問介護を受け
ている高齢者のために配置しています」と述べました。 
石井氏によると、ネパール人労働者の基本給は、16 万ルピーからスタートします。ここに夜勤手当(月に 4 回～
5 回)を加えると、19 万ルピー以上になります。それ以外に、地方自治体が介護人材を確保する事を促進するた
めに補助金が提供され、この補助金も基本給に加わります。もし、経験者であれば基本給は 22 万 5,000 ルピー
からスタートするとのことです。 
「住居費用は、就業職と会社が半額ずつを支払う事になります。住居費用は約 5 万円ですが、就業職と会社がそ
れぞれ 25,000 円ずつの負担となります。2人部屋を利用した場合、1 人は 12,500 円を支払う事になります。」と
同氏は話されました。 
「経験者は 22 万 5千ルピーからスタートします。給与は毎年昇給し、賞与は年 2回支給と言う規定があります。
この他、経験に基づいてそれぞれの手当が加算されます。」と同氏は話されました。 

続く 
 



日本では 3 年間の実務経験を経て、6か月の講習を受講することで、介護福祉士の試験を受ける資格を取得でき
ます。もし介護福祉士資格に合格すると、基本給が月 25,000円以上アップします。そして、介護福祉士資格取得
後、資格取得者は母国から家族を呼び寄せる事が出来ます。 
桐生氏は「日本は以前、在留資格「技能実習生」で３年のビザを与えていたが、現在は在留資格「特定技能」で
５年のビザを与えているので、ネパール人介護士にとっては良い機会になるのではないか」と話されました。 
同氏は、3 年前にカトマンズに設立された職業訓練校の Skill Education and Work Academy(SEWA NEPAL）が、
日本の雇用主のニーズに応じて、介護技能や言語プログラムを実施することで、ネパール人介護者の採用を促進
していると話されました。 
KDC 社長の SHRESTHA BUDHIMAN 博士は、「この SEWA NEPAL で研鑽を積んだ人材が介護職として日本
で必要とされていると言う事と同様に、歯科医療にも人材が必要である事がわかった」と話されました。 
そこで彼は、歯科衛生士の 3年目から日本語を選択科目にすることで、日本の歯科医療現場で働くチャンスの扉
を開く努力をしていると話されました。 
 

以上 


